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【年度末労働災害防止月間】
３月１日から３１日までの１ヶ月間、建設業年度末労働災害防

止強調月間になっています。年度末で公共工事の完工時期を迎え

ているため、工事が輻輳し、作業間の連絡調整の不足、作業指揮

の不徹底などにより安全管理が不十分になりがちと思われますの

で、不安全行動による災害防止の徹底をはかって下さるようお願

い致します。

◆ 作業変更時の連絡調整、作業指示等の再徹底

◆ 安全帯等保護具の使用

◆ 「近道・省略行為」の禁止

◆ 送り出し教育、新規入場者教育等の安全衛生教育の実施

◆ 作業員の健康状態の把握と心身両面にわたる健康づくりの実施

◆ 「危険予知運動 「ヒヤリハット運動 「ひと声かけあい運動 「グーパー運動」等の」 」 」

積極的な実施

郡山労働基準監督署管内での建設業の労災発生状況

平成２０年 平成１９年 対前年比

死亡 計 死亡 計 増減数 増減率休業４日以上 休業４日以上

土木工事 2 17 19 0 15 15 4 26.7%

建築工事 1 29 30 2 33 35 -5 -14.3%

その他工事 0 9 9 0 7 7 2 28.6%

計 3 55 58 2 55 57 1 1.8%

【転倒災害及び腰痛に注意】
冬期間は、積雪等により作業場所や通路が濡れたり凍ったりするため、転倒災害が発生

しやすくなります。また気温の低下により、腰部の筋肉が緊張するため、ちょっとした動

作で腰部の筋肉を痛め、腰痛が発生しやすくなります。

（転倒災害対策）

◆作業開始前に作業場所や通路を巡視し、凍結部分に滑り止め対策を講じる

◆靴は、靴底に溝のついたものを使用する

◆屋内に入るときは、靴底をよく拭いてから入る

（腰痛対策）

◆作業開始前に腰部のストレッチをゆっくり行い筋肉の緊張をほぐす

◆作業中は防寒着やカイロを使用したり、暖を取れるよう暖房設備を設ける

◆重量物を持ち上げるときは、中腰ではなく下半身全体を使って持ち上げる

◆中腰、ひねり、前かがみ、体をそらすなどの不自然な姿勢、急激な動作を取らない

【インフルエンザに注意】
県内でまだ猛威を振るっていますインフルエンザですが、社内ではまだ

インフルエンザにかかった人が出ておりません。年度末に向けて人手不足

になりますから、インフルエンザにかかった人は、無理をせずに早めに治

療し休養してください。他の人にうつさないように心掛けて頂きたいと思

います。インフルエンザは予防が大事ですから、別紙のインフルエンザ対

策を参考にしてかからないようにしてください。

予防は、手洗い、うがい、マスク、毎年のワクチン接種、日々の健康管理です。




